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　（ 宛 先 ）　



様式第２号（第５条関係） 

開発給水に関する協議書     

八潮市（以下「甲」という。）と申請者        （以下「乙という。）は、

開発行為に伴う配水管及び配水管の付帯設備の布設について、次のとおり協議書を締

結する。 

（所在地） 

第１条 乙の配水管及び配水管の付帯設備の布設の所在地は、次のとおりとする。 

八潮市 

（計画の概要） 

第２条 乙の計画概要は、下記の添付図面のとおりとする。 

 （１） 配水管布設案内図 

 （２） 配水管布設平面図 

 （３） 配管布設詳細図 

 （４） 路面復旧図 

（５） 付帯設備図 

（配水管及び配水管の付帯設備の内容） 

第３条 配水管及び配水管の付帯設備の内容は、次のとおりとする。 

 （１） 管  種    

 （２） 口  径      

 （３） 延  長      

 （４） 付帯設備       

（計画概要の協議） 

第４条 第２条の計画の概要については、乙は事前に甲との協議を完了しているもの 

であること。 

（工事の施工） 

第５条 乙の配水管及び配水管の付帯設備の布設工事については､甲の定めた条例及 

 関係法令に従い第２条に基づく工事を施工し、甲の立会いを受け、配水管布設竣工   

 図を甲が受理することをもって工事完了とする。 

（費用の負担） 

第６条 当該工事に係る費用の負担は、甲の支給する配管材料を除き全て乙の負担と 

する。 

２ 当該工事の施工に関し、第三者に損害を与えた場合は、乙の負担により補償する

こと。 

（配水管及び配水管の付帯設備の譲渡） 

第７条 第５条により施工された配水管及び配水管の付帯設備は、甲の職員の完了検 
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 査を受けた後、公共施設採納申込書（様式第４号）により甲に無償譲渡する。 

（工事内容の変更） 

第８条 第２条に定めた計画の概要に甲乙いずれかの事由により変更が生じた場合、 

甲乙協議の上、書面により変更協議の締結を行う。 

（配水管及び配水管の付帯設備の撤去） 

第９条 乙は、新たな開発行為等に伴い、配水管及び配水管の付帯設備が不要となっ

た場合には、当該施設を乙の負担により撤去しなければならない。 

２ 前項の撤去に係る工事については、甲の立会いを受け、配水管等撤去完了届出書 

（様式第６号）を甲が受理することをもって工事が完了したものとする。 

３ 乙は、配水管及び配水管の付帯設備が布設された土地の所有権、その他の権利を 

移転し、又は設定しようとする場合は、その権利者となる者に第１項に規定する旨 

を告知し、引継ぎをするものとする。 

 

 当該協議の成立を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保

有するものとする。 

令和  年  月  日 

   

                   埼玉県八潮市中央一丁目３番地１   

    甲    八 潮 市     

             八潮市長  大 山  忍 

 

 

                               

                乙                   印 
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